
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

1 20210104 近物レックス株式会社
（法人番号
8080101005494)　代表
者堀内悟

静岡県駿東郡清水町伏見
字向田351

松阪支店 三重県松阪市大口町字子
ﾉ新田535

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年10月28日､死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒として､監査を実施｡4件の違反が認め
られた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)
運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

2 20210106 ヤマト運輸株式会社
（法人番号
1010001092605)　代表
者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

尾鷲支店 三重県尾鷲市瀬木山町
11-38

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

令和2年11月18日､重傷事故を引き起こしたこ
とを端緒として､監査を実施｡3件の違反が認め
られた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)運
転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)

1 0

3 20210107 登運送株式会社（法人
番号6200001016358)
代表者川口登美雄

岐阜県養老郡養老町栗笠
90番地2

本社営業所 岐阜県養老郡養老町栗笠
90番地2

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年6月10日､監査方針に基づき､監査を
実施｡6件の違反が認められた｡(1)事業計画の
変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(6)運転者台帳の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)

1 1

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

4 20210107 幸恵産業有限会社（法
人番号
6180002065869)　代表
者青木幸代

愛知県春日井市神屋町
2298-373

本社営業所 愛知県春日井市神屋町
2298-373

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年2月3日､重傷事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡9件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)､(9)事業報告書及
び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

3 3

5 20210108 有限会社昭和運送（法
人番号
7200002013519)　代表
者伊藤嘉章

岐阜県安八郡神戸町落合
20-2

本社営業所 岐阜県安八郡神戸町大字
落合字二ﾂ屋前20-2

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年11月18日､公安委員会からの通知を
端緒として､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運
送事業法第17条第3項)

1 1

6 20210108 株式会社ＮＥＸＴ（法人
番号1200001028721)
代表者高橋江美

岐阜県瑞穂市生津天王東
町1丁目54番地

本社営業所 岐阜県瑞穂市生津天王東
町1丁目54番地

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年11月5日､関係機関からの情報を端緒
として､監査を実施｡4件の違反が認められた｡
(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)乗
務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(3)運転者台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(4)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称
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事業者
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一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

7 20210108 トラックスワーク株式会
社(法人番号
6080401018578) 代表
者近藤俊

静岡県静岡市駿河区広野
4丁目3-56

本社営業所 静岡県静岡市駿河区広野
4-3-56

輸送施設の使用停止
(85日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和元年11月26日及び令和2年2月26日､関
係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡5
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)
定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項
及び第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)

9 9

8 20210108 株式会社ジーズサービ
ス(法人番号
7080401011474) 代表
者永田耕二

静岡県湖西市新居町中之
郷3636-10

本社営業所 静岡県湖西市鷲津3193番
地

輸送施設の使用停止
(65日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年2月14日､重傷事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡11件の違反が認め
られた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､ (2)定期点検未実施(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録
簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)､ (4)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3第1項)､ (7)運転者台帳の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､ (8)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(10)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(11)運行管理規程の記載事項不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21
条第1項)

7 7

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

9 20210108 宮妻物流株式会社（法
人番号
9190001001549)　代表
者岡重男

三重県津市河芸町西千里
3149-2

本社営業所 三重県津市河芸町西千里
字西高山3149-2

輸送施設の使用停止
(70日車）及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年2月14日、重傷事故を引き起こしたこと
を端緒として、監査を実施。8件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、(2)健康診断未受診（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録記
載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録記載事項
不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(6)運転者台帳の記載事項等不備（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、(8)運転者に対する指導監督記録記
載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）

7 7

10 20210108 笑楽商事株式会社（法
人番号
5190001018489)　代表
者宮崎和弘

三重県津市河芸町東千里
字尾前3058番地148

本社営業所 三重県津市河芸町東千里
字尾前3058番地148

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年2月6日､関係機関からの情報を端緒と
して､監査を実施｡14件の違反が認められた｡
(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計
画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施
行規則第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更
認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第
2条第1項第5号)､(4)事業計画事後届出違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項
第1号)､(5)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並
びに第3項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)事故の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の2)､(10)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の3第1項)､(11)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(12)一般講習受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､
(13)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違
反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(14)事
業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自
動車運送事業法第60条第1項)

7 7

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

11 20210112 株式会社コウエイ物流
(法人番号
7180001108157) 代表
者村上結美

愛知県愛知郡東郷町三ﾂ
池二丁目11番地の3

春日井営業所 愛知県春日井市鳥居松町
四丁目71番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
6項

令和2年2月21日､重傷事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡10件の違反が認め
られた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項）､(3)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(7)
運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運転者
に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)

4 4

12 20210112 ミヤコサービス株式会
社（法人番号
5180001116574)　代表
者池田美義

愛知県一宮市大和町妙興
寺字伊勢田28-3

本社営業所 愛知県一宮市大和町妙興
寺字伊勢田28-3

輸送施設の使用停止
(90日車）及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年2月28日、監査方針に基づき、監査を
実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間
等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、(2)健康診断未
受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、(3)無車検運行（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2）、(4)点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項）、(5)乗務等の記録記
載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条）、(6)一般講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、(7)事業実績報告書未提出（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

9 9

13 20210113 中日本エクスプレス株
式会社（法人番号
6180001134708)　代表
者西脇智太郎

愛知県名古屋市中村区名
駅南三丁目7-2-3階

名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区中
郷一丁目2

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
5項

令和2年2月18日及び令和2年12月8日､監査
方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認め
られた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

14 20210120 ワールド運輸株式会社
（法人番号
4180301013472)　代表
者岩井政彦

愛知県刈谷市小垣江町西
永井田143

本社営業所 愛知県刈谷市小垣江町西
永井田143

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年6月23日及び令和2年6月29日､死亡
事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(3)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)

6 6

15 20210120 日新運輸株式会社(法
人番号
6190001010437) 代表
者庄司只功

三重県松阪市大口町字畑
新田931-1

本社営業所 三重県松阪市大口町字畑
新田931-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和2年2月20日及び令和2年2月25日、重傷
事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間
等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録記
載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記載事項
等不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項）、(5)運転者に対する指導監
督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、(6)運転者に対する指導
監督記録記載事項不備（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、(7)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)
運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第18条第3項）、(9)事業
報告書及び事業実績報告書未提出（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

4 4

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

16 20210122 株式会社井上(法人番
号1190001010086) 代
表者井上雅樹

三重県松阪市高須町3460
番地130

本社営業所 三重県松阪市高須町3460
番地130

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
6項

令和2年2月28日､監査方針に基づき、監査を
実施｡9件の違反が認められた｡(1)健康診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第
2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)事
故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の2)､(5)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)運行管理
補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第18条第3項)､(8)社会保険等未加入
(貨物自動車運送事業法第24条の4)､(9)自動
車に関する表示義務違反(道路運送法施行規
則第65条)

9 9

17 20210122 株式会社新栄物流（法
人番号
7200001031447)　代表
者二村浩之

岐阜県下呂市萩原町桜洞
2266番地8

本社営業所 岐阜県下呂市萩原町羽根
字若栃下2660番1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年10月19日､公安委員会からの通知を
端緒として､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運
送事業法第17条第3項)

2 2

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和３年１月分)

18 20210126 ワンツーランド株式会
社(法人番号
5180001055244) 代表
者山田恭丈

愛知県名古屋市中川区打
中1-9

名古屋営業所 愛知県名古屋市中川区打
中1-9

事業停止(30日間)及び
輸送施設の使用停止
(76日車)並びに文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年2月19日､監査方針に基づき､監査を
実施｡15件の違反が認められた｡(1)事業計画
の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号)､(2)運送約款の掲示義
務違反(貨物自動車運送事業法第11条)､(3)整
備管理者選任義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2)､(4)整備管理者の選
任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2)､(5)日常点検未実施(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(6)定
期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(7)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(8)点呼の実施不適切(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項)､(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(10)運転者
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(12)運行管理
規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第21条第1項)､(13)事業報告書
及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送
事業法第60条第1項)､(14)運賃料金変更未届
出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)､(15)
自動車に関する表示義務違反(道路運送法施
行規則第65条)

38 38

19 20210129 井谷興業有限会社（法
人番号
9190002012917)　代表
者井谷美次

三重県名張市希央台5番
町60番地

本社営業所 三重県名張市希央台5番
町60番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法第11条

令和2年6月17日､監査方針に基づき､監査を
実施｡8件の違反が認められた｡(1)運送約款の
掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11
条)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､
(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項)､(5)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(7)輸送の安全にかかわる情報の公表
義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の
3)､(8)事業報告書及び事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。


